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平成19年 3月13日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・

調
査
統
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
法
定
外
公
共
用
財
産
の
使
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
三
号

秋
田
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
、
統
計
調

査
」
を
「
統
計
調
査
」
に
、
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二
　
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
。

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
」
を
「
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
に
、
「
調
査
事
項
」
を
「
当
該
統
計
調
査
に
関

し
、
調
査
す
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速

や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
書
類
の
保
存
）

第
十
一
条

知
事
は
、
統
計
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
統
計
調
査
に

係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
　
調
査
票
　
五
年

二
　
結
果
表
　
十
年

第
十
条
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
公
表
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
各

号
」
を
削
り
、
「
も
の
の
」
を
「
方
法
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
よ

る
公
表
」
を
「
掲
載
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

二
　
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

第
九
条
第
三
号
中
「
に
よ
る
公
表
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
方
法

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
職
務
を
示
す
証
票
）

第
九
条

条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則



平成19年 3月13日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

２



平成19年 3月13日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

３

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│
│
│
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│
│
│
│

秋
田
県
法
定
外
公
共
用
財
産
の
使
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
四
号

秋
田
県
法
定
外
公
共
用
財
産
の
使
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
法
定
外
公
共
用
財
産
の
使
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

十
二
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
四
条
の
申
請
書
の
様
式
等
）

第
二
条

条
例
第
四
条
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
の
申
請
書
に
は
、
同
条
の
意
見
書
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
三
条
第
一
項
の
使
用
の
許
可
（
同
項
第
六
号
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

位
置
図

（二）

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条

第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し
に

申
請
地
を
明
示
し
た
も
の

（三）

実
測
図

（四）

工
作
物
に
係
る
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
面
図
及
び
構
造
図

（五）

申
請
者
が
個
人
の
場
合
で
二
名
以
上
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名
及
び
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
、
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て

は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

（六）

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

二
　
条
例
第
三
条
第
一
項
の
収
益
の
許
可
　
次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

前
号
（一）
、
（二）
及
び
（五）
に
掲
げ
る
書
類

（二）

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

三
　
条
例
第
三
条
第
一
項
の
使
用
の
許
可
（
同
項
第
六
号
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

第
一
号
（一）
か
ら
（三）
ま
で
及
び
（五）
に
掲
げ
る
書
類

（二）

工
事
計
画
説
明
書

（三）

平
面
図
、
縦
断
図
及
び
横
断
図

（四）

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
四
条
中
「
、
じ
ゅ
ん
菜
」
を
「
じ
ゅ
ん
菜
」
に
、
「
額
は
、
」
を
「
額

は
」
に
、
「
と
し
て
、
」
を
「
と
し
、
」
に
、
「
し
て
計
算
す
る
」
を
「
す

る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
単
位
に
つ
き
」
を
削
り
、
「
金
額

と
」
を
「
額
と
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
を
第
六
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
三
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
等
）

第
三
条

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る

事
項
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
書
の
写
し

二
　
変
更
の
内
容
を
示
す
書
類

（
条
例
第
六
条
の
申
請
書
の
様
式
等
）

第
四
条

条
例
第
六
条
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

２

条
例
第
六
条
の
申
請
書
に
は
、
許
可
書
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
使
用
又
は
収
益
の
権
利
の
承
継
の
届
出
）

第
五
条

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
又
は
収
益
の
権
利
の
承

継
の
届
出
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
許
可
書
の
写
し

二
　
申
請
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
戸
籍
抄
本
、
申
請
者
が
法
人
の

場
合
に
あ
っ
て
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

温
泉
又
は
鉱
泉
の
ゆ
う
出
地

耕
作
地
、
放
牧
地
又
は
採
草
地

養
魚
場

物
干
場
又
は
物
置
場

建
物
敷
地

そ
の
他
の
敷
地

工
作
物
の
あ
る
も
の

工
作
物
の
な
い
も
の

使
用
料
の
額
（
使
用
面
積

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
年
）

二
三
〇
円

三
円

三
円

八
〇
円

九
〇
円

九
〇
円

五
〇
円
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